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Ａｎｄｒｏｍｅｄａ Ｃａｒｄポイントサービス規約 
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第１条（本規約の目的） 

Ａｎｄｒｏｍｅｄａ Ｃａｒｄポイントサービス規約（以下「本規約」といいます。）とは、株式会社ジャ 

ックス（以下「当社」といいます。）が発行する「Ａｎｄｒｏｍｅｄａ Ｃａｒｄ」（以下「本カード」と 

いいます。）の利用に応じ、当社が本会員及び家族会員（以下両者を「会員」といいます。）に対し提供す 

るポイントサービス（以下「本ポイントサービス」といいます。）について定めたものです。 

第２条（本ポイントサービスの概要） 

１. 会員に対して提供するポイントの名称は、「Ａｎｄｒｏｍｅｄａ Ｃａｒｄポイント」（以下「本ポイント」 

といいます。）といいます。 

２．本ポイントサービスは、会員の本カードによるカードショッピングの利用代金（以下「カード利用代金」 

といいます。）に応じ、当社が本ポイントを付与します。 

３．会員の本カード利用によるポイント付与は本ポイントのみとし、当社が別に提供するポイントサービスの 

提供を受けることはできません。 

４. 会員が、本ポイントサービス以外に当社が別に提供するポイントサービスの提供を受けている場合であっ 

ても、当該サービス間のポイント付替・合算などはできません。 

第３条（本ポイントの付与および条件） 

１．本ポイントは、毎月当社所定の日に締め切られた新規のカード利用代金に応じて付与されるものとします。 

２．本ポイントは、会員のカード利用代金に応じて付与します。 

３．前項のカード利用代金には、Ｅｄｙチャージ、ｎａｎａｃｏチャージ等の電子マネー及びキャッシングサ 

ービス、カード年会費、その他当社所定のものは含まないものとします。 

４．本ポイントは、下記第５項の支払方法によるカード利用を除き、各月の新規カード利用代金合計金額に対 

し１００円（ただし、１００円（税込）未満は切り捨て。）ごとに１ポイントに換算し、付与いたします。 

５．リボ払いを利用した場合は、各月の新規カードショッピングリボ払い利用代金合計金額２００円（税込） 

ごとに３ポイントに換算し付与いたします。（ただし、２００円（税込）未満は切り捨てます。）ただし、 

リボ変更サービスは、以下の場合には、上記、第４項のポイントに換算し付与されます。 

（１）リボ変更サービス利用前に既にポイントが付与されている場合。 

（２）請求金額確定後にリボ変更サービスを利用した場合。 

第４条（還元） 

本ポイントの引き換えは、当月の当社所定の日において、本ポイント数が１ポイント以上の会員に対し、 

１ポイントを「Ｇｏｏｇｌｅ Ｐａｙ専用デポジット」（以下「本デポジット」といいます。）１円分に自 

動引換することにより還元を実施します。 

第５条（還元の条件） 

本デポジットの還元は、次の条件を満たした場合に行われるものとします。 

（１）有効期間内の累計ポイントが１ポイント以上であること。 

（２）当社が、本デポジットの還元を行う時点で、会員が本カードの会員資格を有していること。 

第６条（「本デポジット」の利用について） 

１．本デポジットとは、Ｇｏｏｇｌｅ Ｐａｙのカードショッピング利用金額から、本デポジット金額分を 

差し引いてご請求させていただく値引きシステムです。本デポジットの有効期間は付与した月から６ヶ 

月後の末日迄です。 

２．本デポジットは、本デポジットの有効期間内に本カードを利用したＧｏｏｇｌｅ Ｐａｙのカードショ 



ッピング利用代金から当社が本デポジット金額分を差し引きして請求することをもって利用されたも 

のとみなします。なお、本デポジットの値引きの対象となるカードショッピングについては、予告なし 

に追加または変更することができるものとします。 

第７条（本デポジットの通知） 

当社は、会員に対して還元する本デポジット金額および累計された有効なデポジット金額ならびに有効期 

間等を、当該会員に対して連絡するご利用代金明細書またはインターコムクラブのご利用代金明細照会の 

「デポジット残高照会・獲得履歴」（以下これらを総称して「ご利用代金明細等」といいます。）により通 

知するものとします。 

第８条（権利の消滅等） 

１．会員が、理由の如何を問わず会員資格を喪失した場合、本ポイントの付与を中止し、既に付与されている 

本ポイントおよび本デポジットは、すべて自動的に失効するものとし、本規約における会員の権利の全部 

が自動的に消滅するものとします。 

２．当社が本ポイントを付与した後に、本ポイント付与の対象となるカードショッピングについて返品、キャ 

ンセルその他当社が本ポイントの付与を取り消すことが適当と判断する事由が生じた場合、当社は付与し 

た本ポイントを取り消すことができるものとします。 

３．会員が、次のいずれかに該当したときは、当社は会員へ事前に通知することなく会員が保有する本ポイン 

トの一部または全部を取り消すことができるものとします。 

（１）違法または不正な手段により、本ポイントの付与を受けている疑いがあると認められる場合。 

（２）本規約またはその他当社が定める規約等のいずれかに違反した場合。 

（３）本ポイント付与の対象となるカードショッピングが、会員資格喪失事由に該当するなど、当社が会 

員に付与した本ポイントを取り消すことが適当と判断した場合。 

４．当社は、取り消しまたは消滅した本ポイントについて、一切の補償及び責任を負わないものとします。 

５. 本デポジットの還元後、以下に該当する場合、当社は会員に通知することなく本デポジットの付与を取り 

消すことができるものとします。また、すでに本デポジットによる値引きが適用されている場合には、会 

員は当社の請求に基づき直ちに本デポジットに相当する金額を当社に支払うものとします。 

（１）第５条に規定する還元条件を満たしていないことが判明した場合。 

（２）上記、第２項および第３項の本ポイントの取り消し事由に該当すると当社が判断した場合。 

第９条（公租公課） 

本ポイントサービスにより、引き換えを受けた商品について公租公課が課せられる場合は、会員が当該公 

租公課を負担するものとします。 

第１０条（権利の喪失およびサービス停止等） 

１．会員が本カードの会員資格を喪失した場合、理由の如何を問わず本ポイントサービスの権利はすべて自動 

的に失効するものとし、本規約における会員の権利の全部が自動的に消滅するものとします。 

２．会員が次の各号に該当した場合、当社は会員に何らの通知なくして本ポイントサービスの権利を停止及び 

失効させることができるものとします。 

（１）ジャックスカード会員規約、Ａｎｄｒｏｍｅｄａ Ｃａｒｄ会員特約または本規約に違反し、また 

は違反するおそれがある場合。 

（２）違法行為または不正行為を行った場合。 

（３）支払債務を延滞した場合。 

（４）その他当社が相当と判断した場合。 

第１１条（権利の譲渡） 

会員は、理由の如何を問わず、本ポイントサービスにおける権利を他人に貸与・譲渡・担保提供し、また 



は相続させることはできません。 

第１２条（本ポイントサービスに関する疑義等） 

本ポイントサービスの有効性、換算・付与、引換条件、その他本ポイントサービスの運営に関して生じる 

疑義は当社において決定し会員はその決定に従うものとします。 

第１３条（本ポイントサービスの変更・中止・終了等） 

１．当社は、やむをえない理由を除いて、相当の告知期間を設けて、本ポイントサービスの内容を変更、また 

は中止もしくは終了することができるものとします。 

２．前項により会員に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。 

第１４条（準拠法） 

本ポイントサービスの内容は、日本国の法令等が適用されるものとします。 


